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おしらせおしらせ

孫・ひ孫育てセミナーの開催

　子育ての一番の協力者であり頼れる存在である祖父母世代の方を対象に開催します。

ぜひ、皆さんご参加下さい。

ところ　岸本保健福祉センター母子保健室　　　対　　象　祖父母世代の方

参加費　無料　　　　　　　　　　　　　　　　申込締切　５月２４日（火）

※託児を希望の方は、申込み時にお知らせください。

【問い合わせ・申込み先】

  健康対策課　健康増進室　☎６８－５５３６

６月１６日（木）

１４：００～１５：３０

６月２９日（水）

１０：００～１１：３０

７月６日（水）

１０：００～１１：３０

講演：「孫・ひ孫応援団！子育ては未来を拓く！！」

　　　子育てアドバイザー　松本　寿栄子さん

グループワーク : みんなで孫・ひ孫育てについて

　　　　　　　　話しましょう！

６月1日（水）

１０：００～１１：３０
第１回

と　　き 内　　容

第２回

第３回

第４回

講演：「いざという時のお助けマン！子どもの病気と対処法」

　　　赤ちゃん子どもクリニック院長　新澤　毅先生

グループワーク : みんなで孫・ひ孫育てについて

　　　　　　　　話しましょう！

講演：「食生活の基本について」

　　　伯耆町役場　管理栄養士　山形　苑子さん

グループワーク : みんなで孫・ひ孫育てについて

　　　　　　　　話しましょう！

講演：「むし歯予防の大切さについて」

　　　在宅歯科衛生士　松本　由美子さん

グループワーク : みんなで孫・ひ孫育てについて

　　　　　　　　話しましょう！

　３月２１日開催「みぞくち春の彼岸市」にて、みなさまよりお寄せいただいた、東日本
大震災復興支援募金の総額は１８１，１４６円となりました。
　当日のバザー・物販収益金と合わせて、２２０，０００円を伯耆町経由で被災地に送
らせて頂きます。ご協力ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「みぞくち春の彼岸市」実行委員会

御　礼

55555555555555555555555555555555

55555555555555555555555555555555

　これまでの「警察対暴力団」

の構図から「社会対暴力団」の

構図へと排除活動を転換し、県

民が一体となって日常生活や社

会経済活動の場から暴力団を排

除して、安全で平穏な県民生活

を実現することを目的として制

定されました。

【問い合わせ先】鳥取警察本部　刑事部　☎０８５７－２３－０１１０

【問い合わせ先】総務課　☎６８－３１１１

すべての住宅に住宅用火災警報器を！

４月１日施行「鳥取県暴力団排除条例」

なぜ火災警報器をつけるの？

　住宅火災で亡くなった方のうち、６割の方が「逃げ遅

れ」が理由で命を落としています。「逃げ遅れ」が多い

理由として、夜間就寝中に火災が発生していることが原

因となっています。

設置した効果は？

　警報器設置により火災で亡くなる方

が、３分の１程度に減少しました。

　消防法改正により住宅用火災警報機の設置が義務付けられています。

　まだ設置されてない方は設置しましょう。

　消防署や役場が、住宅用火災警報器を直接訪問販売することはありません。また、特定の業者

に商品の斡旋や、販売依頼をすることもありません。

　おかしいと思ったら、最寄りの警察署や消費生活センターなどに連絡してください。

悪質な訪問販売に注意‼

○条例の骨子

①暴力団の排除に関する基本的施策

②青少年の健全な育成を図るための措置

③不動産の譲渡などをしようとする者の講ずべき措置

④事業者の暴力団員などに対する利益の供与の禁止

⑤暴力団員などが事業者から利益の供与を受けることの禁止

⑥祭礼などからの暴力団員の排除

⑦義務違反者に対する措置と罰則

住宅火災
による死者数

1,220人
逃げ遅れ
770人
63.1％着衣着火76人

6.2％

再進入28人
2.3％

その他346人
28.4％

総務省消防庁調べ：平成17年 総務省消防庁調べ：平成17年
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